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会  議  議  事  録 

 

 記録者   生活環境Ｇ  往古 馨 

供覧 

部長 次長 課長 課長補佐 主査・係長 グループ員 

件    名  令和5年度第１回龍ケ崎市環境審議会 

日    時  令和5年10月24日（火） 午後2時00分から午後4時00分 

場    所  龍ケ崎市役所5階全員協議会室 

主 催 者  生活環境課 

出 席 者 

【委 員】寺田寿夫・亀崎和輝・深澤敏幸・披田信一郎・桜井すみ子・松本宏 

北澤宏・上野喜之・湯原隆幸・岡林正信・朝日出貴子・小鷲英一委員 

【事務局】落合都市整備部長・渡辺課長・関ケ原課長補佐・富塚課長補佐 

 古手課長補佐・近野主査・山本副主幹・往古副主査（記録者） 

傍    聴  傍聴人   … ０名 

内    容 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議 事    

（1） 会長の選任について 

（2） 副会長の選任について 

（3） 令和5年版龍ケ崎市環境白書（素案）について 

（4） その他 

４ 閉 会   

＜ 議   事 ＞ 

司会 

(関ケ原 GL) 

それでは委員の皆様、本日は大変お忙しい中、御出席をいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

定刻となりましたので、ただ今から、令和5年度第1回龍ケ崎市環境審議会を開

会いたします。 

初めに開会に当たりまして、落合都市整備部長から御挨拶を申し上げます。 

落合部長 皆様こんにちは。都市整備部長の落合でございます。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

本日は今年度初めての環境審議会となりますが、委員の皆様におかれましては

大変お忙しい中、御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。 

また、日頃より本市の行政全般、特に環境行政につきましては、御理解と御協

力を賜り併せて御礼を申し上げます。 

本市では本年 4月の組織改正に伴いまして、環境審議会を所管する課の名称が

環境対策課から生活環境課に変更となり、部につきましても、これまでの産業経

済部から都市整備部の所管となりました。このことにつきまして、ここで御報告

をさせていただきます。 

さて、本市の環境政策につきましては、平成 28年度に策定をいたしました、 

龍ケ崎市第 2次環境基本計画の基本方針に基づきまして、各種施策に取り組んで

いるところでございますが、市民環境会議など市民団体の皆様の活動に支えられ

ておりまして、また、本審議会の皆様におかれましても、様々な場面で本市の環
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境の保全、あるいは改善等につきまして、多大なる御尽力を賜っております。こ

の場をお借りしまして、重ねて御礼を申し上げます。 

本日の審議会では、令和 4年度に実施いたしました各種取組等について、環境

基本条例に基づく年次報告書となります、令和 5年版環境白書の案として取りま

とめをさせていただきましたので、その内容などについて、それぞれのお立場か

ら御意見等を賜りたいと考えております。 

本日は慎重なる御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

司会 

(関ケ原 GL) 

ここでマイクの使用方法を説明させていただきたいと思います。 

委員の皆様が発言される際は、それぞれ皆様の前にあるマイクを使用していた

だきたいと思いますが、発言される前はマイクのお手元の下側にボタンがござい

ますので、ボタンを押してこちらの赤いランプを点灯させてからお話いただきた

いと思います。発言の方が終わりましたら、再度ボタン押してこのランプを消し

ていただきたいと思います。これを切断しないと次の方が使用できませんので、

御注意いただきたいと思います。 

 

それでは本日は新たな委員さん、新たな体制での初めての審議会となりますの

で、委員の皆様から自己紹介をいただきたいと思います。 

寺田委員から順に自己紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

寺田委員 龍ケ崎市議会都市経済委員会の寺田でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

亀崎委員 産業技術総合研究所の研究員の亀崎と申します。 

今年度からどうぞよろしくお願いいたします。 

深澤委員 茨城県県民生活環境部環境政策課長の深澤でございます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

披田委員 龍ケ崎市市民環境会議から代表で出ております披田と申します。 

よろしくお願いいたします。 

桜井委員 女性会から来ました桜井といいます。 

よろしくお願いします。 

松本会長 日本学術会議の会員や、いくつか非常勤を務めさせていただいております、松本と

申します。 

北澤委員 城西中学校の北澤といいます。龍ケ崎市内の小中学校の代表として参加させていた

だいております。よろしくお願いします。 

上野委員 つくばの里工業団地運営協議会から、アメニティ委員会として参加させていただい

ております、上野です。よろしくお願いいたします。 

湯原委員 シナネンアクシア茨城支店の湯原と申します。 

10 月 1 日付けで旧タカラビルメンが、社名を変更いたしまして、シナネンアクシアと

して継続して参加させていただいております。ISO の 14001 の認証事業所として参加

しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

岡林委員 公募の委員の岡林と申します。 

朝日出委員 公募の朝日出と申します。文化・生涯学習課で家庭教育指導員をしております。 

よろしくお願いいたします。 

小鷲委員 久保台から来ました小鷲と申します。 

龍ケ崎に住んで 30 年近くになります。この環境をいかにしていけばいいのかとい

うことを、ぜひ考えさせていただければなと思っております。 
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よろしくお願いします。 

司会 

(関ケ原 GL) 

はい、皆様どうもありがとうございました。 

なお、本日は国立環境研究所の牧委員、龍ケ崎商工会の佐藤委員、流通経済大

学の大橋委員は欠席となっております。 

 

当審議会ですが、今年度、第 2次環境基本計画の改定を予定しておりますこと

から、その審議なども含めまして、今年度は 3回の審議会の開催をしたいという

ふうに事務局の方では考えておりますので、皆様、大変お忙しい中恐縮でござい

ますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

次に、事務局を務めます生活環境課の職員を紹介させていただきます。 

初めに、渡辺課長です。 

次に、ごみの収集や資源物の回収などを担当しております、廃棄物対策グルー

プの古手課長補佐です。 

続いて、公害対策等を担当しております、環境生活グループの近野主査です。

同じく山本副主幹です。 

次に、環境政策、それからこの審議会等を担当しております、環境政策グルー

プの富塚課長補佐です。同じく往古副主査です。 

最後に、私は環境政策グループの関ケ原と申します。 

以上が事務局となります。よろしくお願いいたします。 

 

次に、本日の委員の出席者数を御報告させていただきます。 

委員総数 15名のうち、出席者が 12名、欠席者が 3名となっております。 

出席委員数が委員総数の過半数を超えております。龍ケ崎市環境審議会条例の

規定により、委員の過半数により開催するとの規定がございますので、会議が成

立しておりますことを御報告いたします。 

 

続いて、会議録の作成及び公開の方法について、御説明をさせていただきま

す。まず、会議録の作成に当たりましては発言内容のほか、発言者のお名前につ

いても明記をさせていただきたいと思います。 

また、作成した会議録につきましては、一度委員の皆様に郵送やメール等でお

送りをいたしまして、内容の御確認をいただいた後、この後会議の中で選出して

いただく会議録署名人の委員、2名の方の署名をもって公開をいたします。 

 

それでは議事の方に入って参りたいと思います。 

会長が決まるまでの間、引き続き、事務局の方で進行させていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

議事の（１）は会長の選任ということになります。 

龍ケ崎市環境審議会条例第 4条第 1項の規定により、会長及び副会長は委員の

互選により定めることとなっております。 

選出方法について、どなたか御意見がございましたらお願いいたします。 

湯原委員 事務局案がございますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

渡辺課長 はい。 

それでは事務局から御提案させていただきます。 

令和3年度から令和4年度にかけて当審議会の会長を務めていただきました、筑

波大学名誉教授、日本学術会議連携会員の松本宏委員に、引き続き会長をお願い

したいと考えておりますが、いかがでしょうか。 
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（拍手で承認） 

司会 

(関ケ原 GL) 

はい、ありがとうございました。 

それでは、会長は松本委員に決定をさせていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

なお、龍ケ崎市環境審議会条例第 4条第 2項の規定によりまして、会長は会務

を総理し、会議の議長となるということになっておりますので、松本会長に議長

の方をお願いをしたいと思います。 

松本会長、議長席への御移動をお願いいたします。 

それでは、松本会長から御挨拶をいただきたいと思います。 

松本会長 はい。皆様、こんにちは。 

ただ今、会長に選出をされました松本です。 

前期に引き続きまして、会長ということになります。どうぞよろしくお願いい

たします。 

今年も市の環境白書を御審議いただく時期となりまして、委員の皆様には御多

用の中、御出席いただきましたことを私からも御礼を申し上げます。 

以後、着座で失礼いたします。 

さて、今年の 5月 8日に新型コロナが感染法上の 5類に移行となりまして、社

会活動も平常に戻って参りました。一方でウクライナやイスラエル、また、その

他世界各地での侵略や紛争ということについては危機的な状況が続いています。 

多くの罪のない人々が傷つけられる状況に日々心を痛めているところで、為政者

の賢明さというのを願うばかりでございます。 

私は、昨年のこの会議で地球規模での環境問題への取組にとって、社会の平和

と安定化というのは決して欠かせないということを申し上げましたけれども、環

境の悪化はグローバルにもローカルにも深刻さを増しております。地球問題の改

善は私たちが地球に住む、若しくは、次の世代に地球を残すという観点で非常に

重要です。今起こっている様々な環境問題の原因は、言うまでもなく人間人類に

あり、人類が生きている限りは環境問題の解決が求められます。 

環境問題の解決は難しい課題であることは皆さん御存じのとおりですけれど

も、環境問題の深刻さ、さらには地球環境の異変は我々の日常に大きな変化をも

たらしてしまうことを、多くの人に知ってもらうことが必要でございます。 

本環境白書には龍ケ崎市の環境のローカルな特徴が記載されています。一人一

人が環境問題を自分ごと化して環境の変化に敏感になり、悪化防止に努力して日

常が保たれる社会を作っていくということが求められておりまして、白書はこの

ことを多くの人に考えていただく資料になると思っております。 

さて、素案については、既に皆様に御意見等をいただいてるところですので、

本日はいただいた意見への対応も含めて、白書の内容についての審議となりま

す。どうぞよろしくお願いをいたします。 

司会 

(関ケ原 GL) 

会長ありがとうございました。 

ただ今、御挨拶いただきましたが、ここからの会議の進行につきまして、松本

会長にお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

松本会長 それでは、議事次第に従いまして議事を進行して参ります。 

議事の（2）副会長の選出を議題といたします。 

会長の選任については、先ほどの会長の選任と同様に委員の互選によるという

ことになっております。 

どなたか選出について御意見がありましたら、お願いをいたします。 

そうぞ、湯原委員。 

湯原委員 会長の方で何かお考えがあれば、よろしくお願いいたします。 
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松本会長 私の方では特に用意していることはございませんけれども、事務局の方であれ

ば事務局案を出していただいて、御承認いただけるかというふうに審議したいと

思いますが、よろしいでしょうか。 

湯原委員 結構でございます。 

松本会長 はい、ありがとうございます。 

それでは、事務局の方から副会長についての案をお願いいたします。 

渡辺課長 はい。 

それでは、事務局案を御説明させていただきます。 

これまでの慣例によりまして、龍ケ崎市議会から選出されております、寺田寿

夫委員に副会長をお願いしたいと考えております。以上です。 

松本会長 ただ今事務局より、副会長に寺田寿夫委員という提案がありましたが、いかが

でしょうか。 

（拍手で承認） 

松本会長 異議がないようですので、副会長は寺田寿夫委員に決定いたします。 

どうぞよろしくお願いいたします。一言ごあいさつをお願いいたします。 

寺田委員 ただ今副会長に御選任をいただきました、寺田でございます。 

会長を補佐して、環境審議会の円滑な運営に努めて参りますので、皆さんの御

協力をよろしくお願いいたします。 

松本会長 はい、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、本日の審議会の会議録署名人の選任を行いたいと思います。これは

私の方から、指名をさせていただければと思います。 

今回は、龍ケ崎女性会の桜井委員と龍ケ崎市学校長会の北澤委員に署名人をお

願いしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

では、御協力のほど、よろしくお願いいたします。 

今回の会議録が作成されましたら、内容を御確認いただき、御署名をお願いし

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、会議次第に従いまして、議事を進行します。 

議事の（3）は、令和 5年度龍ケ崎市環境白書素案についてでございます。 

なお、環境白書は、龍ケ崎市環境基本条例第 11条において、市長は毎年環境の

状況、良好な環境の保全等及び創造に関する施策の実施状況を明らかにした報告

書を作成し、議会に提出するとともに、これを公表しなければならないと規定さ

れており、当審議会において委員の皆様方に毎年、審議と御確認をいただいてお

ります。白書の内容についてでございますけれども、この白書については大変な

ボリュームがございまして、白書の素案について、事務局より説明をお願いした

いと思いますけれども、各委員の皆様には環境白書素案が既に配布されており、

一読いただいた上で意見等をいただいているところでございますので、事務局か

らの説明は、これまでのものからの主な変更点や事前にいただいた意見に対して

の回答を中心に説明をいただくということにいたします。 

それでは、事務局からお願いいたします。 

事務局 

（往古） 

では、主だったものを意見等に対する回答の順で、変更点も交えて説明させて

いただきたいと思います。 

使う物は、白書素案とこちらの正誤表と別紙です。 

では、始めさせてもらいます。 

まず、2枚めくっていただいた前文のところです。こちらは、御指摘に基づい
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て修正したものを別紙に付けてあります。何を示すか不明とあった指標について

も明記させていただきました。 

続きまして、3ページと 4ページの指摘についてです。3ページ 4ページをお開

きください。1章の体系図のところです。こちらは、印刷機の設定が変わってし

まうため、製本する際は高画質で印刷する等調整したいと思っています。また、

回答票に記載してあるとおり、文字色やポイントの微調整を行いました。 

次に、2章の 8ページをお願いします。1生活環境分野の大気汚染の防止の項目

の表ですね、こちらの大気汚染物質に係る測定結果の一覧の中にある窒素酸化物

のNOxの右上の星マークは、巻末の環境用語集の「た行」に記載してあります。ま

た、見直しを行って、初出の際にマークを出すように変更させてもらいました。 

続きまして、1枚めくっていただいて、11ページをお願いします。こちら、御

意見をいただいたのは 12ページなんですが、確認の際に、11 ページの一般ごみ

の排出量等の推移の表に誤りがありましたので、そちらを修正しました。それに

伴って下段のグラフと 12ページのグラフも変更しています。また、この意見にあ

った 12ページのグラフに 11ページの表の合計に対する値、資源物の割合の変化

について記載をしてはということだったのですが、こちらは回答書のとおり、現

状の表記を維持したいと考えております。さらにその下の段、1人 1日当たりの

ごみの排出量の表についても見直しを行った際に誤りがあったので修正し、その

下のグラフも変更しています。 

続きまして、16ページよろしいでしょうか。16ページは牛久沼等の自然の保全

のページですが、御意見にあったとおり、2章のテーマである状況を説明してい

なかったので、保全についての説明を正誤表のとおりとなりますが、追加させて

もらって、3章と関連が分かるように、3章にも関連ページとして、16ページと

いうものを記載させていただきました。 

次に 19 ページです。4の地球環境分野です。こちらの気候変動の影響の検討の

中で、中段の表の龍ケ崎市の温室効果ガス排出量（推計）の表なんですけれど

も、製造業や運輸部門の温室効果ガスの減少した結果について、新型コロナ感染

症の感染拡大の影響が大きかったことについて言及した文章を追加しました。 

表の旧原単位の表記については、環境基本計画の見直し後に変更したいと考え

ております。また、基準年度からの変化のグラフを次の別紙のとおり、別紙の表

の所に追加したものを記載させてもらいました。 

続きまして、22ページをお願いします。白書素案、2章のオレンジ色のページ

の最後です。6、各分野の指標の表の右側にある目標値の所で、御指摘があったと

おり目標値を上回る、また、下回るという達成の見やすさ、分かりやすくするた

めに、＜、＞の符号を付けました。また、表の中段の所で、市民 1人が 1日に出

す家庭ごみの排出量とごみの総資源化率の表が真ん中の段にあるんですけれど

も、こちらの数値が間違っていましたので、こちらも修正しました。関連ページ

は 41、42ページとなっていますので、そちらも後で触れさせていただきます。 

29ページです。3章です。生活環境分野のこちらの立ち入り検査件数の推移と

いう表の、タイトルが抜けていましたので、こちらを追記しました。 

続きまして 35ページをお願いします。牛久沼の成り立ちなどを記載してはとい

う御意見を受けまして、（２）龍ケ崎市家庭排水浄化推進協議会の主な活動状況

の下にコラムとして、茨城県の牛久沼水質保全の対応方針から牛久沼の歴史を抜

粋させていただきまして、掲載させてもらいました。 

1ページめくっていただいて、次、37 ページです。真ん中より下の段の（２）

市内一斉清掃の実施についてです。文の最後に実施方法の一部変更とある所で、

具体な記載がないと御指摘がありましたので、正誤表のとおり実施日を住民自治

組織で設定可能とするなどの一部変更という文章を追加で記載させていただきま

した。 
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2ページ飛びまして、41ページをお願いします。先ほど少し触れたんですけれ

ども、中段ですね、（2）ごみ処理基本計画の所の①ごみ総排出量の削減で数値に

誤りがありましたので、こちらを修正しました。それと、その次のページの②の

総資源化率、こちらの数値も変更しております。 

次に 45 ページです。45ページ一番下の段の所にある（３）公害防止協定の締

結の所で、まだ締結できていない事業者が何社あるのかということを明記した方

が良いという意見があったので、文章を正誤表のとおり修正しました。 

事務局 

（富塚） 

続いて 61ページをお開きいただきまして、一番上の段でありますが、公共施設

の燃料使用料及び温室効果ガス排出量についてです。 

こちらについて、御意見としまして、コロナ禍で館の閉館や行動制限等によっ

て温室効果ガスが減っていたのに、また今年度の数値がちょっと高いのではない

かというような御意見いただきました。意見に対する回答の方では電気の使用が

増えたことによるものというようなことで回答を一応書いたんですが、ちょっと

この数字については再度確認等を行ってみたところ、1番目のガソリンの使用料

について、各施設で毎月のデータを入力して、トータルで集計するようなシステ

ムを入れているんですけれども、入力ミスがありまして、400 リッター程度のガ

ソリンの使用量を入れるところを 4万リッターとデータで入力していた施設がご

ざいまして、そこのチェックが漏れたところがございまして、ガソリンについて

は、燃料使用量が令和 4年度は 9万 9,324 リッター使っていることになっている

んですけれども、こちらが 5万 8,079.12リットルというように変更になります。 

これに伴いまして、トータルの温室効果ガスについても、5,789トンから 5,690

トンになりまして、削減も基準年度比マイナス 9.3 というようなことに変更にな

りますので、こちらについては、その修正を含めまして、あと経年の変化です

ね、4、5年程度の変化をここに詰め込むような形で、排出量の表の修正等を行っ

て、次回お示しをしたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

事務局 

（往古） 

次に61ページをお願いします。61ページで、上段にある表の公共施設の燃料使

用量及び温室効果ガス排出量の令和12年度の目標値の根拠の記載がないと指摘が

ありましたので、正誤表のとおり龍ケ崎市第5次地球温暖化防止実行計画（事務事

業編）で定めた旨の記載の追加を行いました。 

また、その同じページの下段にあります、（３）公共施設へのＬＥＤ照明の導

入の項目の中の表の「設置施設数の推移」について、4年版と数値が異なるとの御

意見について、担当課に確認しましたところ、同じ施設を異なる年度で設置した

場合の件数の数え方を統一して見直しを行ったところ、間違いがあったので、今

回お示しした施設数になったということでした。 

続いて64ページです。③茨城エコ事業所への登録のところなんですが、市内の

登録事業所はトリプルＡランクの記載漏れとの意見がありまして、常陽銀行北竜

台支店なんですけれども、こちらの実態がなかったため削除していたんですが、

県のホームページには記載されておりまして、現在も登録されていること確認し

ましたので、改めて掲載するようにします。 

次に隣の65ページです。12-③都市や交通の低炭素化の推進の乗合タクシーの運

行の項目なんですが、表のところの乗合率ですが、こちらは何を示しているのか

が分からないということで、担当課に確認したところ、乗合率は乗合タクシーの

運行の中で2人以上の複数人で乗合いして利用された時の割合を示しておりまし

て、年間の利用実績全体から複数人で利用された運行回数を除して算出していま

すと回答がありましたので、報告します。こちらは正誤表にも記載してありま

す。 

続きまして、70ページをお願いします。70ページの部門別炭素排出量の推移の

表の下段にある廃棄物部門（市）の内、廃プラスチック類の数値が令和4年版の白

書と異なっているという御指摘があった箇所につきましては、担当グループに確
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認を行った際に誤りが判明したので、平成30年度を545万1,000トンから412万

3,000トン。令和元年度を437万1,000トンから329万9,000トンに修正を行いまし

た。 

次に、112ページです。こちらは資料編なんですけれども、資料編の第2節水質

汚濁の項目です。こちらは、河川の分析項目の値の算出方法等についての御意見

で、回答を正誤表に記載したとおり、計量証明事業登録を持つ事業者に委託して

おりまして、年6回に採水を実施しており、その結果を113ページからの（３）各

地点の水質調査結果の調査日の所に詳細を記載してありますので、御確認いただ

ければと思います。 

続きまして、153ページをお願いします。環境用語集の記載については、項目を

太字に変更して、下の部分の説明と区別しやすいように修正を行いました。ま

た、156ページの「は行」なんですが、こちらに、最初にバイオディーゼル燃料と

いう用語の記載がしてあったんですが、白書の確認中にその用語ががないことが

分かりましたので、削除させていただきました。 

以上が今回の白書の変更点と意見に対しての回答です。 

松本会長 はい、ありがとうございます。 

それから意見等に対する回答の書面の最後の所に、その他ということで出てき

ている意見について記載がございます。そこでは、大腸菌群数、大腸菌数のこ

と。それから、その他数値のこと等が意見として出てきております。皆様からの

御指摘を受けて多くの修正点が指摘をされたことになります。 

それで、この素案からの主な修正点は正誤表を、それから細かい変更点につい

ては回答というところにまとめられてございます。これに従って修正をするとい

うことになります。従って素案の次の版では、おそらく今日の審議も含めて修正

されたものが資料になるというふうに理解をしております。 

今日のところ、十分に皆様がフォローできたかどうか、心配なところもござい

ますけれども、まず、議論の進め方として、今いただいた説明にまずは限定をし

て、それで、何か御不明な所があれば皆様から意見をお願いしたいと思います。

その後、さらに全体の内容について、さらに今いくつか意見も出ている点につい

ては個別に意見交換をして参りたいと思っております。 

 

それでは、今事務局からいただいた説明に関して、何か御不明な点等があれ

ば、委員の皆様からお願いいたします。どなたからでも結構でございます。いか

がでしょうか。披田委員どうぞ。 

披田委員 はい。最初にちょっと簡単な質問なんですが、色んな所が訂正されているんで

すが、廃棄物の関係で表が実情全面的に真っ赤になったり、要するに前の数字は

一体どこから出てきたのかと思うほどのことなんで、何が理由で、何が問題なの

かということを教えてくれませんか。 

事務局 

（古手） 

はい。確認した限りなんですけれども、経年でデータを書きかえていく間に数

字がずれてしまったというところもあったので、その辺も併せて今回見直しし、

電卓を叩きまして計算の方をさせていただいて、修正をさせていただいておりま

す。 

披田委員 ちょっと分からないんですけれども、環境白書に出されているのが、ちょっと

数字がというのはあるんですけれども、そもそもは廃棄物対策の方で、今は別途

パブリックコメントも進められているごみ処理基本計画の見直し策定中ですよ

ね。 

このデータ処理というのを、ずっと市としてやってきて、それが今までのもの

が全部あてにならない数字だったということも今の説明は意味をしているんです

か。 
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事務局 

（古手） 

全てあてにならないというわけではなくて、計上の仕方でその年々に揺らぎが

あったりしたものも中にはあったので、その辺りを今回、今おっしゃられたよう

に、ごみ処理基本計画を策定しておりますので、そちらでもデータを吸い上げて

おりますので、そちらの方のデータと整合性を図るような形で再度集計の方を確

認させていただいたというような内容でございます。 

披田委員 今パブリックコメント進行中のごみ処理基本計画では、正しい数字が出ている

んですね。そういう意味では、ちょっと担当者に申し訳ないんだけど、環境白書

の素案を作るときにそれを引き移さないで、前からのものをいじっちゃったとい

うことなので、バラバラな数字になったと。それはある意味じゃ、課内での連絡

調整が悪かったというふうな理解で良いんですかね。 

松本会長 私、前期も委員を務めていましたので、この案をいただいたときに、去年の白

書と数値は、全部比べました。その時に違う点が幾つか過去の所で記載が違うこ

とがあったので、これはどうなっていますかということをお聞きしたということ

になります。それでその際に、今説明があったようなことで修正がなされたとい

うことなんですけど。残念なことは、過去に数値が出てしまっていると。 

その時は分からなかったけど、過去にそういう数値が出ているので。それほど

そんなにすごく細かく見ている人はいないかもしれないんですが、そこのところ

は残念だったなというふうに思っていて、修正をいただいたので、今回のところ

は、修正されたものが出ていくということになるということでございます。 

その他、どうぞ部長さん。 

落合部長 はい。 

披田委員からの御質問につきましては、私の方でも、今回、環境白書の内容を

見まして、令和4年度、それから令和3年度も見たときに、確かに今回挙がってき

て、過去に出した数字も既に推計値ではなくて、実績値、これが全部直された。

これはどういうことかということで担当の方にも、これを作る際に質問したとこ

ろ、やはりもう一度精査し直したら、過去に出してしまいましたけれども、その

数字が誤りだったので、この際、数字的なものは全て目を通しまして、改めてと

いいますか、令和5年度の環境白書については、正しい数値を示して公表していき

ましょうと。そういうことでお願いをしたところですので、過去に出してしまっ

た数字ではありますけれども、この辺につきましては、私どもも大変反省をして

おりますので、以後このようなことがないようにですね、数値の見直しは徹底し

て、訂正をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

松本会長 その他いかがでしょうか。 

事務局からの説明のことに関してでございます。 

それでは、深澤委員、どうぞ。 

深澤委員 ありがとうございます。 

1点、64ページでございます、茨城エコ事業所登録というところで、今回は常陽

銀行の北竜台出張所の登録を追加されたということで先ほど御説明があったとこ

ろですが、こちらは私どもの方からの御意見として、提出させていただいたもの

を反映していただけたらと思いますけれども、ちょっと確認なんですが、御回答

の中で、店舗が廃止されているということで実態がないというのが現状というこ

とでよろしいんでしょうか。そういたしますと実際に登録されてることというの

が、もしかすると実態に合ってない可能性もございますので、私の方でも確認を

させていただいた上でですね、やはり実態がないものをそのまま白書という形に

するのは、よろしくないかと思いますので、再確認させていただいた上で、ここ

の記載については御相談させていただければと思いますので、よろしくお願いい

たします。 
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松本会長 ありがとうございます。その他いかがでしょうか。披田委員どうぞ。 

披田委員 今、せっかくの指摘があったのであれなんですが、言うとおり、北竜台出張所

もないですけど、佐貫支店も今は存在してないという、要するに古い登録がその

まま県の方は残っていてということで、ただ今回は北竜台だけの扱い。年次と内

容は違って、形式上は龍ケ崎支店の中に口座としてあがっているんですけど、事

業所としては、北竜台出張所が早くなくなって、佐貫支店もなくなっていますか

ら、他の企業は確認してませんけどね。今の指摘があれば、現実に合わせたほう

がよいかと思います。 

松本会長 はい。北澤委員どうぞ。 

北澤委員 城西中学校の北澤です。 

先ほどの話で、過去の実績値を訂正した形で令和5年度は白書を出すということ

なんですが、今の説明で委員の方々は了解したかもしれないけれども、これを公

表するに当たって、白書の中に一言何か、そういったことを釈明ではないけれど

も、こういう事実がありましたので正確な数字を入れて訂正しましたみたいなこ

とを入れておいた方が何年か後に見たときに、この年度はどうなっているんだと

いうようなことに、データそのものの信憑性が疑われてしまうと思うので、明記

しておいた方がよいかなというふうに感じて聞いていました。どうでしょうか。 

松本会長 ありがとうございます。 

そこの該当の年度の所に、以前の白書では、間違った数値が記載されておりま

したというような記載になりますかね。 

はい、ありがとうございます。 

これで修正をいただくということで、次の版を見せてもらう時には、これらの

修正がなされたものが出てくるということになろうと思います。 

いろいろ、皆様に見ていただいてありがとうございました。やっぱり大勢の人

の目が通るというのが、少しでもミスが少なくなるということだろうと思いま

す。 

 

では次は、この白書全体について、御意見をどんなことでもいいんですが、お

伺いをしたいと思いますが、進め方として、全体でお聞きした後で、今まで個別

に出てきた意見について、温暖化防止に関する龍ケ崎市の取組に関する件。それ

から、第2次環境基本計画の改定に関する件。それから河川の水質、特に大腸菌数

への対応の件。それから牛久沼の水質改善の件という4つの点については、そんな

に時間は取れないかもしれませんけれども、個別に意見を伺うということにさせ

ていただきます。 

 

その前に、その他に全体で皆様がお持ちの意見やお気づきの点等がございまし

たらお願いいたします。 

はい、北澤委員どうぞ。 

北澤委員 白書の表記の件でちょっと気になったところがあったのですが、いただいてい

る資料の22ページ、6各分野の指標というところの表の一番上のグレーの部分。 

年度がR02、R03という表記になっていると思うんですね。R8とか。でも、他の表

を見ると、全部見たわけではないんですけれども、令和何年度というふうな表記

になっていて、ここだけ「R」という表記になっているので、統一したほうがいい

のかなというふうに思いました。 

松本会長 ありがとうございます。 

それでは、小鷲委員どうぞ。 

小鷲委員 小鷲です。今回初めての参加なので、全然分かっていないのかもしれないです
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けど、子どもに龍ケ崎の環境が良くなっているのか、悪くなっているのか聞かれ

た時に、どっちなんだというのが、分からないというのが正直な話で、これ、結

構市民のいろいろな人が見ると思うんですけれども。単純に、小学生の例えば子

どもや孫から聞かれた時に、何と答えればいいんでしょうか。端的にどなたかお

答えいただきたいんですが。 

松本会長 私が答えるのが良いのかどうか分かりませんけど、環境といってもいろいろな

視点、それからいろいろな項目がございますので、この目標値から言えば、達成

できているものもあります。ところが、なかなか達成が難しいものもある。とい

うことで、何の環境かということで、違うと思いますが、皆さん努力をされてい

て良くなってきてるところもあるし、協力が得られずに、なかなか達成できない

ものもある。ですので、一概に良くなってるね、悪くなってるねというのは、言

えない部分はあると思いますけど、でも、決して良くなっているわけではないで

すね。全体としては。相当努力しないと駄目だろうということだろうと思います

けど。それはすごく大きな課題です。 

やっぱりどういう危機意識を持って、でも一人一人できることは限られている

ので、その人が何か、こうやってみよう、努力しようというような感じになって

いただくというのは、すごく難しいことだというふうには思っておりますけど、

その努力は自治体としても、個人としてもしていかないといけないんだろうとい

うふうには思っていますが、あまり良い答えではありません。 

 

その他いかがでしょうか。 

それでは、先ほど申し上げました4つのこととして、まずは温暖化防止に対する

龍ケ崎市の取組についてということで、御意見をいただいて少し意見交換をさせ

ていただきます。 

これについては、披田委員から御指摘も意見もございましたので、まずその辺

を披田委員からお願いいたします。 

披田委員 はい。回答の一番最初の方で細かい字で出ている1ページ目の前書きうんぬんと

いうのが私からなんですが、その回答の中で環境白書の作り方について、次以降

に検討しますということになっているんですが、やっぱり一番ポイントになるの

がその気候変動というか、地球温暖化対策という古い言い方をしていること自体

も気になるんですけど、ここで触れてるようにいろいろなところで何もしてない

わけじゃないし、触れてもいるし、だけどこの環境白書の今年版を見て、やっぱ

りそれがうまく伝わらないということで、これは龍ケ崎市がどこまでちゃんと目

標と危機感を持って実際やってるかということはあるんですが、そのこと以前に

やっぱりどう捉えるかということが、毎年すごいエネルギーを使って作ってる環

境白書ということで、メンバーが少し変わったわけですけど、昨年版のときに、

同じような議論をしたので、これはもうここまで来た上でのですけれども、やっ

ぱり編集のあり方の時点で審議会にも、最初に意見があってやることの方が後戻

りしないでまっすぐ、そういう意味では、今日のここの議論を踏まえて来期以降

の作り方にも反映させていただきたいなというのを前置きとしてまずあります。 

今、小鷲さんからの意見もあって、やっぱりこの環境白書は、一言で上手くメ

ッセージが分かりにくいということだと思うんですよね。さっきの質問で僕個人

のことですが、市民環境会議でいろいろな部会に分かれてやってきている、特に

自然環境を中心にやっている立場からすれば、ものすごく悪くはないんだと。だ

けど、それがどんどん悪化してる状況でもない。結構それが、ある意味では営み

の結果というのが、元々結構自然豊かなところが龍ケ崎にもいろいろあって、だ

けどそこから何が問題でどうしていかなければいけないのかという危機感をちゃ

んと龍ケ崎の環境行政、これは役所だけの問題じゃなくて、市民自身があんまり

ちゃんととらまえていないというところに、龍ケ崎の環境問題のポイントがある
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かなと。それで、この地球環境なんですけど、もうちょっと大きな話になるから

余計あれなんですが、そういうことまでひっくるめた環境の問題などを私たちが

考えてるのかという危機感というか、ちゃんと踏まえてやり切れてないというの

が今一番の問題かと。だから、こつこついろいろあちこちでやってはいるんだけ

ど、それがどういう目標に向けてどれだけ努力して、どこがどう変わったのかと

いうのが全体として見えないし、この白書の中でも定かじゃなくて、網羅的にた

だ並べられちゃってるというのが一番気になります。 

その上で、会長からの冒頭の御挨拶にもあったけど、過年度はともかくとして

も、今まさにこれからの間、いわゆる地球環境の気候変動とか危機とかという呼

ばれ方をしてますが、実態としては、産業革命時期に比べて1.5℃までの温度上昇

でとどまるかどうか。でも、もう1.1℃までは来ちゃったんじゃないかと。そし

て、いろいろな議論はあるけれども、目に見えて、自然災害、今年は本当に一番

暑かったし、来年はもっと暑くなるという、日本なんかは、世界中ではまだまし

な方なんだろうけど、この中で暑さの問題は、熱中症という消防の方の数値でと

らまえてチラッと触れてますけれども、やっぱりそういう気候変動の問題が自治

体レベルでもいろんなことをしていかなきゃいけないという、法律に書かれたか

らではなくて、私たちの実感としてどう取り組むのかということがすごく問われ

てると思います。 

ちょっと抽象的にしか言いませんけれども、自治体としてもやれることはあ

る。例えば、隣の牛久なんかでも、市として脱炭素宣言というのかな、牛久市と

しての行政として宣言を出して、議会や市民も同じようないろいろな活動をして

るということは、御近所もあったりするというようなことから、できること、ま

た既にやってることの意味をまとめ直すということが今いるのかなというふうに

思ってます。 

皆さんの意見も聞きたいのでこの程度にとどめたいのですが、ちょっと繰り返

しになりますけど、やっぱりちゃんとした正しい危機感を持って、せっかくの環

境白書を通してみんなにメッセージを訴えるという、そこの表現だったり、打ち

出し方がちょっと余りに龍ケ崎の場合下手くそっていうか、ちゃんとできてない

のかなということを、この問題について一番考えています。とりあえず以上にし

ます。 

松本会長 はい、ありがとうございます。 

大事な御指摘を受けたと思います。披田委員からのメモには、温暖化防止につ

いての龍ケ崎市の取組の消極さとか、気候変動に対する受け身的な対応とかとい

うようなことはあったので、そういう御指摘だろうというふうに思っておりま

す。これは役所の問題だけではなくて、やっぱり全体の問題、それから議員さん

たちの議会がどんなふうに考えるかということも大事な内容だというふうに私は

思っております。ですので、全体として、危機感を持ってどういうふうに取り組

むかというのは、白書の場合にはやってきたことの記載というのが主な内容にな

るわけですけれども、環境に対する対策というのは市としても、どなたかが中心

になって議会でも進めていただければなというふうに思います。 

それから記載の仕方としては、今披田委員からもお話があったように、やって

きていることもあるので、そういうことは積極的にまとめて、変えていったらど

うかというようなことを、私も思っております。 

その他、気候変動の問題に関して御意見ありますでしょうか。 

はい、北澤委員どうぞ。 

北澤委員 気候変動とか温暖化とかというようなことで、ここ数年特に感じるのは、昔か

ら伝統的に学校行事としてやってきたものが、その時期に出来なくなってきてい

るということですね。例えば今年であれば、例年9月の第1週に中学校の体育祭を

やっていたんですが、1か月延ばしました。県の教育委員会の方から、熱中症指数
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が31を超える場合には、屋外の活動はいかなるものも中止することとされていま

す。そうすると、その時期にやろうとなると、練習もできないわけですよね。で

すので、小学校は元々9月の下旬に位置付けられていましたけれども、中学校も5

校全部、10月の上旬に持っていきました。 

10月の上旬というと、昨年度から2学期生の前期後期になりましたので、前期の

最後に体育祭をやるというようなことになりました。もしかしたら来年度以降も9

月の上旬には出来なくて、そういうふうに行事を後にずらしたりとか、その他の

教育活動も例えば、いなごがいなくて虫取りに行ってもいないとか、そういうこ

とも関係してきているかもしれませんが、気候変動とか、それから集中豪雨です

かね。 

それによって、もう年中ナウキャストとかをチェックして、雲がこう来てあと

30分後位にこの辺に豪雨が降りそうだから、その前に部活を中止して、早めに下

校させましょうなんていうようなことを、年中チェックするような状況もここ数

年、小学校中学校にかかわらずやっているところなんです。あるいは学校に待機

させて、1時間くらい通り過ぎるの待つとか、そういったことも子どもたちの安全

を考えると、そういう影響が教育界の方にも及んでいるなと。そういう意味で

は、保護者の方々も安心できない部分もあると思うんですけれども、学校の方と

しても子どもたちの安全を考えて時期をずらすだとか待機させるとか、そんなふ

うに対応を迫られている現状があるので、危機意識を高めるとかというのも当然

あれば、そういう現実も絡めて発信できると、もう少しこんなふうにやってみよ

うかというふうに意識啓発につながるかもしれないなと思って発言させていただ

きました。 

松本会長 ありがとうございます。 

どこも現場は、日々大変なことだろうというふうに思っております。 

 

どうぞ、小鷲委員 

小鷲委員 もう一つ、今、披田さんに温暖化というキーワードをいただいて思ってたんで

すが、例えばソーラーパネルが結構増えてきてますよね。どんどん林が切られて

ソーラーパネル化しているんですけど、あれって龍ケ崎にとっては良いことなん

ですか、悪いことなんですかというのが一つあって、牛久沼のところに道の駅と

かを作って綺麗に売り込もうとしてるような時に、すぐ横に産業廃棄物がどんど

ん林を切られて置かれたりしてますよね。非常に汚くてがっかりしちゃうんです

けど。龍ケ崎で、まず単純にソーラーパネルって良いことなんですか、悪いこと

なんですか。どう考えてますかね。 

松本会長 どなたか。はい。披田委員どうぞ。 

披田委員 私が出てきてる、市民環境会議の全体での議論はしてないんですが、自然環境

部会というところで、主にニュータウン長山にある蛇沼周辺の里山を主なフィー

ルドにして、いろいろな里山保全だとかをしてます。その蛇沼の周りで、もう6、

7年前になりますか、太陽光のそれなりの規模のものが、そこでは確かに雑木林を

切られる形で、森林法に基づく伐採の県知事許可を取るレベルの規模のものがで

きたときには、結構、問題だという立場でしてきました。 

ただ一方では、化石燃料を使う、石炭開発に代表されるものや、それからとり

あえずＣＯ２を出さないからというようなことで、今政府は間違った行き方をして

ますけど、原子力発電なんかがいいわけではなくて、やっぱり自然再生エネルギ

ーを太陽光発電を含めて広げていくのは、やっぱり基本的に絶対に正しい。 

だから、どこにどういうふうな規模が適正な形でなるかというのが問題で、そ

れが龍ケ崎においては蛇沼の周りでできて、私たちも声を上げたということもあ

って、前の市長の時代に龍ケ崎では、自然環境を保全するためにというタイトル
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をつけたかな、太陽光発電に対しての届出制に過ぎないと言われればそれまでに

過ぎないんですけど、規制力はそんなに強くはないんですが、まだ県なんかもガ

イドラインにとどまるときに、県内で四つぐらいかな、条例を作った先駆けなん

ですね、龍ケ崎は。ただそういう意味で、ある種の規制をしながら、広げていく

ということではこの問題には正しくて、ある意味では雑木林のようなところが切

られるのは結構駆け込みでドタドタってされて、特に龍ケ崎は森林はたいしてな

いので、それほどではないんですが、農地なんかは簡単にはできないので、だか

らある意味では、無茶苦茶に広がってはいないと思うんですよ。 

主に農地が龍ケ崎としては面として多いから、ただ逆に一方では、家の屋根の

上だとか公共施設の屋根だとか、もっと太陽光を広げていって、自然再生エネル

ギーの龍ケ崎市の必要量を持続するためにも、増やすということは必要だろう

と。少なくとも、ただコントロールしなきゃいけない。一応最低限の条例なんか

は市で作っていて、都市計画課が関与していて、ここにもただ届出された数値し

か並んでないから、一体どうなのか、その面積がトータルでどうなっているのか

ということが残念ながら白書としても見えにくいし、その価値判断もされてない

んですけれども、まだまだできるところで広げるのは必要だし、あと一つ一つの

場所によって、農地法とか森林法とかの規制をもうちょっときっちり運用して、

無茶苦茶なことはさせないようにするということが必要じゃないかなと思ってま

す。 

また、風力だとかその他については、ちょっと龍ケ崎のローカルの中ではあま

り適切じゃないんで、太陽光発電が結果的には、自然再生エネルギーの龍ケ崎で

できるもので、それについては、やっぱり小規模なものだったり、場所を考える

ということが必要で、まだまだ民地に自分が作るということで広がっていくのが

自然だと思います。以上です。 

小鷲委員 ありがとうございます。 

ソーラーパネルと林の伐採は、別に考えた方が良いという感じでお聞きしまし

た。 

松本会長 はい、ありがとうございます。 

そのほか、関連で御意見をいただきますが、いかがでしょうか。 

 

なければ、次に第2次環境基本計画の改定の件で少し話をしたいと思います。こ

れは今日の最初に出てきましたけれども、第2次環境基本計画の改定を予定してい

るということで、このことについて関ケ原課長補佐から、今後のことも含めてち

ょっとお話をいただけますでしょうか。 

事務局 

（関ケ原） 

はい。第2次環境基本計画についてなんですけれども、今、事務局の方で改定作

業を進めております。この内容については会議の冒頭でお話ししましたとおり、

この審議会で御審議いただきたいなというふうに思っていまして、次回の会議、

今年度第2回の会議で素案をお示ししたいなというふうに考えて、その準備を進め

ているところです。 

基本的な考え方なんですが、この第2次基本計画の改定は、第3次の環境基本計

画の策定という形ではなく、今の第2次環境基本計画の骨格を維持した形で、上位

計画の変更等がございましたし、環境情勢の変化、カーボンニュートラルの部分

もございますので、その辺りの整合を図っていくというような形での改定、それ

から、これまでの実績を踏まえた上での目標値の見直し等の改定という形で今素

案の作成作業をしているところです。市役所内部の協議を経て、次のこの会議に

お示しをして、何とか年度内に改定作業を終えて公表したいというふうに考えて

おりますので、次回の会議でお示しするような方向で考えております。 

以上です。 
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松本会長 ありがとうございます。 

今話がありましたように、第2次環境基本計画というのがあるわけですけれど

も、これは龍ケ崎市地球温暖化対策実行計画ということで、それも含まれたよう

な形になっています。この第2次環境基本計画は、市の最上位計画という第2次ふ

るさと龍ケ崎戦略プランというのがありまして、それを環境面から補完する分野

別計画ということになっております。計画の期間は、2017年度から2026年度まで

の10年間ということですけれども、その最上位計画である、第2次ふるさと龍ケ崎

戦略プランの最終年度になる2021年度に見直しを行うという計画であったもので

すけれども、諸般のコロナ禍等の事情でちょっと見直しが遅れたということでよ

ろしかったですかね。 

それで、今課長補佐から話があったようにカーボンニュートラルとかいろいろ

な目標値を変えるような形で今編集が進んでいるということになります。これに

ついて、この環境審議会で追って審議をいただくという予定でいるということに

なります。これはちょっと報告も含めたような形になりますが、何か皆さんござ

いますでしょうか。 

披田委員どうぞ。 

披田委員 今、会長の方から求められたんですが、ちょっと逆に質問なんですが、前回の

会議なんかで富塚さんからの御説明で、第 2次環境基本計画の部分見直しでいく

というのは、そのような考えだと分かりまして、それに地球温暖化実行計画の区

域編の部分、確かに第 2次では一応組み込んだ形になってるんですが、それは分

離するかどうかというのは、ペンディングというような話を聞いたんですが、現

在は、同じようにそれも組み込んで一つにするという意味ですか。 

事務局 

（関ケ原） 

はい。含んだまま改定を行う考えで、今のところおります。 

披田委員 実務的な部分だけでいうとちょっと絶対ということではないんですけれども、

やはり、先ほどの議論になったテーマを含めて、やっぱり独立して考えたり、議

論したりするために、本当は分けたほうが良いのかなというふうに私の意見とし

て思っています。ということを押さえた上で、行政上の事務執行上それは大変だ

ということであれば、前回の皆さんの意向でそれで良いかもしれないんですが、

ただ、いずれにしても、この環境白書のように毎年パターンが決まってるのとち

ょっと違うかもしれないんですけど。やっぱりほとんどできちゃってから、審議

会に示して意見をというのは、少なくとも第2次環境基本計画を作る過程なりで

は、私の出身母体の市民環境会議の部会なんかも含めていろいろな意見を聞いた

りしながら作っていったというプロセスがあると思うんですよ。今、骨格はその

ままで一部だけだからというふうな答えになるのかもしれませんけれども、仮に

そうだったにしても、ちょっと決まってるということがあるかもしれませんけ

ど、今日ここでの用意はないようですから、ぜひちょっと、素案があって、ある

程度それに意見言っておしまいということじゃなしに、2回程度の議論を、ここで

会長を差し置いて提案するのはあれですけれど、正式な審議会ということである

といろいろな予算上もあるのであれば、少し事前の研究会みたいな、単に資料配

布だけではなしに、やっぱりみんなが意見を出し合うような場を作って、少し中

身に皆が関われること無しには、やっぱり皆で作った環境基本計画の改定になら

ないんじゃないか。そして、その中に地球温暖化実行計画も、これは役所が自主

努力でどうするかという既に今年の2月に決まったのは、自分たちが決めたという

ことで良いかもしれないけど、国県というのは、要するに市民を含めたり、全体

の問題ですから、あるいは、お任せしちゃうとその数字をどう丸めるか、いじる

かというだけの話でできちゃうんだけど、結果はそういうものであったにして

も、そのプロセス自身をちょっと広げて、少なくともせっかくあるこの環境審議
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会がちゃんと活用されるような作られ方を、これは是非してほしいと思います

し、申し訳ないんですけれども、会長にもできたらそういう進行について、ちょ

っとお願いしたい。以上です。 

松本会長 その他、御意見いかがでしょうか。 

では、それは検討事項ということになります。 

さて、それでは、次に河川の水質、特に大腸菌数への対応についてということ

を話題といたします。これについては、先ほどの回答の所のいろいろ細かい意見

等に対する回答が書かれたものがございますけれども、その最後のその他のとこ

ろに記載がございます件として、まずその出ている意見を簡単に紹介いたします

と、まずはこれは私が出したものですけれども、大腸菌群数が衛生微生物の新た

な指標として大腸菌群数ではなくて、大腸菌数に見直されたことは承知していま

す。 

糞便性の汚染をより的確に捉えられるようになったものと思いますが、昨年、

大腸菌群数として議論になった大正堀川大徳橋の大腸菌数が低い値であった一

方、大腸菌群数としてものすごい数字であったんですけれども、大腸菌数として

は少ない数値であった一方で、いくつかの川で環境基準を超えた大腸菌数が検出

されていると。 

これらは、糞便由来の大腸菌による汚染があると判断され、新たな対策が求め

られるのではないかということでコメントをいたしました。それから一番下の所

に、これは披田委員、意見書提出の締切りが過ぎてから来たので、焦ったんです

けど、事務局も私も。できれば、期限内に出していただけるとありがたいんです

が。水質調査結果に対して、大腸菌群数と大腸菌数の違いの問題がありました

が、今年度以降は人体にもより影響のある大腸菌数で示されることになり、過去

のデータと区別して記載されたことは適切であると。大腸菌数の測定になった上

で、これらの川の9か所で環境基準を超えた大腸菌数が測定されていると。測定結

果の所の総括的な水質汚濁防止の項で、ＢＯＤ、ＣＯＤとともに大腸菌数の基準

超過について触れて、公共下水道の普及とか合併浄化槽の設置を向上させること

の必要性が重要としています。 

しかし、毎年、啓発活動と併せて監視測定を実施する必要がありますと記載す

るのみで、対策について踏み込もうとしていないことが気になると。大腸菌群数

の測定で桁違いの数値が出て、そのままに汚染を重視しなかった時とは違って、

大腸菌数の測定結果での基準超過は、即大いに問題になる水質汚染と捉えるべき

ではないでしょうか。ということで、2つの意見とも大体同じ内容であるというこ

とでございます。 

この辺に関しては、何か意見等は皆さんあるでしょうか。 

何らかの対応策が必要であるということは、あると思います。それで、今、こ

の大腸菌数が多く出ている河川というのは、やっぱり、合併浄化槽からのうわみ

ずというか、それが流れ込んでるというようなことなんでしょうか。 

はい、どうぞ。 

事務局 

（山本） 

はい、山本と申します。 

その辺りに関してなんですけれども、例を挙げていただきました、江川、谷田

川、根古屋川、薄倉川などということで、年6回の調査ということで行っているわ

けですけれども、超過した箇所があるというところで挙げていただいてるかなと

思います。 

確かにほとんどの原因として推測されるのは、我々の方でも委託業者に受けて

いただいている調査なわけですけれども、それに関しても、し尿排水ですね、糞

尿とか、そういう糞便性のものということがあるので、そういった、し尿排水で

あったりとか、生活雑排水ですね。いわゆる生活排水などを例えば皆さん垂れ流

ししてるわけではほとんどないと思いますので、浄化槽であったり、そこに入っ
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たものであったりというのが、その上澄みがきちんと処理されてなかったりとい

うものがおそらく、こういうふうに流れてるのかなというところと、今回超過し

てるところでいえば、例えば江川に関してはおそらく、市内の中心を流れる川で

すので、そういった要素がかなり強いのかなというところと、例えば谷田川、根

古屋川に関して言えば、牛久沼の方のかなり上流の方で、龍ケ崎市ではないとこ

ろ、小野川に関しては片方がそうであって龍ケ崎市大塚とか、その辺りになりま

すけれども、それ以外は例えば牛久や稲敷の方であったりとか、谷田川、根古屋

川に関しては、つくばとか牛久の方でもあるというところの、そこの流末の影響

を受けているのかなというふうなところが考えられます。 

実際その委託の中におきましては、そういった浄化槽でというところがかなり

要素として高いのではないかというふうにはなっているんですけれども、当市の

汚水処理の人口普及率というのを見ると、令和3年度末で94.3％ということで、公

共下水道と浄化槽というのを合わせての人口になるんですが、ただ、牛久とか土

浦とかに関しても同じような数値になってます。 

なので、ほとんどは垂れ流しとかではなくて、例えば、回収車が回るタイプも

ありますし、そういった下水処理が行われているのかなと。 

ただ、例えば先ほど申し上げた上澄みがきちんと処理されてないとか、これは

推測の域ではあるんですけれども、例えば雨水ですね。雨水というのは、やはり

何も処理されないまま流れていくものであって、例えば、そこに生活用水とかが

流れていたりとか、あと雨水自体がもう汚い状態、周辺のごみとかも流していく

ような状態ですので、そういったのが流れている状態というのも、こういったも

のを増やしている一因じゃないかというふうな推測もあるにはあるというところ

はあります。 

ただ、ちょっと確かなところではございませんので。それと、データを見てい

ただきますと、例えば、白書の123ページになるんですけれども、江川、川原代の

姫宮の辺りですね、竜ケ崎警察署の官舎の方が近い所なんですけれども、例え

ば、大腸菌数の方でかなり多くということになっているところが11月の部分です

ね、1万1,000ということで基準値よりかなり高く、10倍以上超えているような状

態になっていると思います。 

ただ、ここを見ますと、例えば水位の方ですね、そこで水位というのが上から5

番目ぐらいにあると思うんですけれども、水位がかなり減ってる状態、他の所も

減ってる部分もあったりしますし、あとはこういう時になると冬場なので、田ん

ぼからとかの水量がかなり減ってるであったりとか、雨量が減ってるというとこ

ろで濁りが強い、そういったものが混濁している状況なのかなというところと、

実際こういった時に窒素とかリンとかというものの数値も高まってくる傾向にあ

るんですね。おそらくは、ほとんどこの窒素とリンというのは農業の方からであ

ったりとか、生活用水からも来る場合があるんですけれども、おそらくそういっ

たものの濃度が高まっているのかなというところが、推測ができるのかなという

ところもありまして、実際その大腸菌数というのも、令和4年度から変わった部分

もございまして、どういった要素が、そういったものを高める要素になってるの

かというところも分析していかなければならないなというところが、こういうふ

うにあるのかなと。 

ただ、江川に関して言うと、市内におけるそういった、浄化処理というものが

大きな要因を持ってるのかなというのは推測されるところではありますので、こ

ういったところに関しては、下水道課とも合わせて、補助金であったりとか、合

併浄化槽というより高度な処理ができる浄化槽への移行であったりとか、そうい

ったものを実際ピンポイントに行っていくということが、こういったデータから

参考にして行っていくべきなのかなというふうには考えております。 

実際令和 5年度も、今、引き続き行っているところですけれども、同様に江川
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の、例えば、入地や姫宮の方というのは高い数値が出る月がございますので、そ

ういったところはやはり自然環境の影響によるものではないのかなというふうな

ことが言えるかなと思いますので、そういったデータも集めながら、実際的な、

効果的な対策というものをちょっと考えていければなというふうに考えておりま

す。 

松本会長 はい、ありがとうございます。 

今、単独浄化槽は、どのぐらいあるんですか。 

事務局 

（山本） 

すみません。申し訳ないんですけれども、下水道のカバー率で言うと、単独浄

化槽と下水道と合併浄化槽というところになってきますけれども、おそらくどこ

か白書に入っていたと思うんですけれども、すみません。 

松本会長 合併浄化槽への転換というのは、進めているわけですよね。 

事務局 

（山本） 

そうですね、県の補助金とかもありますが、ただ、点検をどこまでやっている

のか、当課では把握できていないところです。 

松本会長 それをちょっと気にしていて、出ていく水をきれいにするには、合併浄化槽と

はいえ、保守点検と清掃という維持管理が必要だということになります。 

法定点検が法律で義務付けられているということもあるんですけれども、実際

には、そういう点検保守というのは、やられてるかどうかは、ちょっと疑問だな

というふうに思っていまして、そういうことが糞便性大腸菌が増えるというか、

そういう季節もありますし、リンや窒素が河川の中でも増えてしまうかもしれな

いということもあろうかと思いますけれども。ちょっとその辺も何とかして大腸

菌数を押さえていくという手段、方法も考えないといけないんだろうというふう

に思っています。白書としてはこうですけれども、大腸菌数が問題になっている

ということは、指摘をされるのではないかというふうに思います。 

これは、披田さん何かありますか。御意見をいただいた方として、どうぞ。 

披田委員 はい。令和４年版、すなわち令和3年の実績での環境白書の議論をしたときに御

説明があって、固有名詞は出せないということだったんですが、大徳橋の周りだ

ったと思いますけれども、特定の事業所が垂れ流すというか、ちょっとその時は

大腸菌群数の数字なんであれなんですが、問題が発覚した所があったという報告

がありました。そこはどう改善されたのかということ。それと今でも私たち市民

環境会議なんかでも水質調査をしてますが、パックテストというようなレベルで

すが、やっぱり、江川で高砂橋の周辺なんていうのは都市化が進んでるから自然

というふうに簡単に受け止めるかもしれないんだけど、やっぱり異常なほどに高

いんですよね。その時の気象条件とか、水のということで言えばもう、その旧大

腸菌群数の時には一種の天文学的レベルの数千万というのが出たりもしてたとい

うことから言っても、それともう一つは小野川だとか、谷田川の一部とか、9か所

このデータがあったから一応指摘しましたけれども、確かに、自然環境の比較的

良い所の部分と、そうじゃない所というのは区分けできるので、ある程度ピンポ

イントで何が問題でどう対応するのかというような、これは環境対策の問題だけ

ではなくて、下水の方がやるべきなのか、別のそれぞれですけれども。対応とい

うのはあり得ると思うんですよね。 

その点でやっぱり見守って、一般的な分析をしているというだけでは、現実に

変わってきてなくてね。それが繰り返しになりますけど、大腸菌群数で言ってる

ときには、その高い数値というのは、それは糞便の物イコールを示してないよと

言われて、そういうもんかという。これは別に市の問題じゃなくて、県とか国自

身が環境基準の立て方を変えたわけだから、よりはっきりしてくるので。だけ

ど、これからのデータを5年も見ていかなきゃいけないという世界じゃなくて、龍

ケ崎はやっぱりピンポイントで何とか手を打つということは、考えようがあると
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思うので、ちょっとこれは是非、こういう数値の結果をちゃんと担当に落として

やるという。少なくともそういう対応を努力するということがあってこそ、こう

いう測定をしたということの意味があるというところで、ちょっとぜひ考えてい

ただきたいなと思います。以上です。 

事務局 

（山本） 

すみません。先ほどの件で、前の大腸菌群数のときに大徳橋の方で多かったも

のに関しては、工場の方での水質というところで、実際、水質浄化の沈殿槽だと

か、そういうものがうまく機能しなかったというところを整備いただいて、実際

改善したのかなというところと、155ページの方に大腸菌数の説明があるんですけ

れども、大腸菌群数というものに関しては、例えば土壌とか、農業用水とかに残

存してるような自然由来の大腸菌という、人間の糞便性の由来というものとは区

別出来るというものというのが、それまではちょっとそういうのができなかった

状態なので、そういう大腸菌群数が多かったというところに関しては、田畑から

のであったりとか、そういう農業用水からのものが来てた部分もあるのかなと。

ただ、今の状態でいうと、そういう動物性のものであったりとか、そういう人間

の糞便性由来のものというものが、特定できるところではあるかなというふうに

思いますので、実際例えば、先ほど申し上げた小野川であったりとか、根古屋川

とか谷田川に関しては、これは牛久沼の水質という観点からも申し上げることが

できると思うんですけれども、実際、流末というか、流れる最初の所に関して

は、我々の所ではなくて、田んぼとかはありますけれども、住宅とかに関して

は、ほとんどはつくばとか、牛久とか、そういったところになってきます。 

牛久沼流域の水質浄化対策協議会という団体ございますので、そういったとこ

ろから、実際こういった点が問題ではないかというところも、要望であったりと

か、コミュニケーションを取っていければなと考えておりますので、そういった

低減の対策というものも、できればと考えております。 

松本会長 その他いかがでしょうか。 

それでは、予定されている時間も大分残りが少なくなりましたので、最後に牛

久沼の水質の件について、少し御意見をいただきたいと思います。先ほどのその

他の最初のコメントの下半分のところでございます。龍ケ崎市として牛久沼の環

境、特に水質改善の重要性については、昨年度の審議会でコメントしました。 

しかし、水質汚濁はさらに悪化している数値になっており、これには流入河川

の汚濁が関与しているように見えます。水環境の管理保全のため、県、流域市、

事業者、水質浄化対策協議会、地域住民の各主体が取り組むべき課題を県がまと

めている旨の記載がありましたけれども、それぞれの主体がどのような活動をし

ているのか、そして、できればどのような効果が上がっているのかについて、今

後、この龍ケ崎市の白書でまとめられたらよいと思います。 

これは、これからの課題としてコメントをしましたけれども、今、山本副主幹

の話からもあったように、牛久沼については上流の河川からの流入というのがあ

り、さらに、江川の話がありましたが、江川は牛久沼の水を汲んでスタートにな

っています。ですので、牛久沼が汚れれば、江川も汚れるということになるわけ

で、牛久沼の水質というのはやっぱり、龍ケ崎市としてはすごく気にしていかな

ければならないことだろうというふうに思っています。 

ですので、対策協議会もあるんですが、実際にどんなことをやって、それがど

んなふうに効果が上がっているのかというようなことも気になりますし、その牛

久沼の水質というのも、これは今の話ではありません。ずっと言われてきている

ことですけれども、今年は特に暑かったせいか、数値があまり思わしくないとい

うこともあって、このような牛久沼のことについても、もう少し対応をまとめて

いけたら、白書としても良いのではないかというふうに思った次第でございま

す。その他、いかがでしょうか。それではちょっと皆さんから意見をいただきま

したが、その他、何でも結構です、御意見等があれば、最後にお伺いをしたいと
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思いますが。 

はいどうぞ。桜井委員。 

桜井委員 はい。一応市の方としては、目標値を決めましたよね。 

そうしたら、目標値からかなり外れた場合は、何が原因なのか、一応調べてほ

しいと思います。目標値というのは作るのは簡単ですけれども、それを達成する

ようにやっぱり努力をして、そして、なぜその値から外れたのか、その原因もや

はり調べる必要があるのではないかなと思います。以上です。 

松本会長 ありがとうございます。それから、公募委員の方、今、お話をいただいたの

は、小鷲さんですけど、岡林さん、朝日出さんがいかがでしょうか。コメント等

あれば、お願いいたします。いかがでしょうか。朝日出さんいかがですか。 

何かコメント等があれば、お願いいたします。 

岡林委員 廃棄物の関係のところで、過去に関わらせていただいて、いろいろな意見をい

ただいたんですが、ちょっと環境の全体ということになったので、私、初めての

場なので、皆さんがどういう考えなのか、今日は拝聴させてもらおうと考えてお

りました。ただ、先ほどから、おっしゃっている目標を立てたりとか、それに対

してどうかとか、具体的なところが議論の途中から入れないので、ある程度でき

上がって提起する。作る側からすると、そんないちいちやっていると、まとまら

ないということになると思うんですけれども、今日出席して思ったのは、その辺

のところで、先ほど御指摘があったように、何か少しこう、途中から入れるよう

なところも設けていただければ、もう少しいろいろな意見も出てくるんじゃない

かなと、それだけちょっと思いました。 

朝日出委員 私も今回初めてこちらの審議会の会議に出席させていただきまして、いろいろ

な環境の問題について、たくさん危機的なものがあるんだということが何となく

分かりまして、やはり、一般市民として何をしたらよいのかとか、そのような伝

わってこなかった部分があったのか、あるいは自分自身がそこに目を向けてこな

かったのか、いろいろと考えてしまいました。私たち市民一人一人がもっと危機

意識を持って、考えていくような、そういったレポートなども発信していくの

も、とても大切なのかと思いました。 

今後もまた自分なりに考えていきたいと思います。今日は、とても勉強になり

ました。 

松本会長 ありがとうございます。 

それでは、今日、県から環境政策課長に来ていただいていて、県のいろいろな

審議の場にも参加して、県の状況等も十分に把握されておりますので、少し龍ケ

崎市のことでも結構ですので、何かコメントをいただければありがたいと思いま

す。課長お願いします。 

深澤委員 はい。ありがとうございます。 

コメントということでございましたので、日頃から私どもの方で今、思ってい

ることをお話をさせていただければと思います。議事の中でもございました、地

球温暖化対策、地球環境問題の部分というのは、かなり全世界的に非常に大きな

課題になっているという一方で、いわゆる自治体レベル、これは龍ケ崎市さんも

そうだと思いますけれども、自治体レベルではなかなかどうこうできるものでは

ないというような御意見もありまして、なかなかその取組というのが十分に見え

てないという御指摘というのは、この龍ケ崎がということではなくてですね、や

はり県で行政をやってると、そういうお話を伺います。まず、やはり我々として

も、国を挙げて取組を進めている。 

それを踏まえて区域施策編というものを策定して、県レベルでやれることをや

らしていただいておりますし、そういったものをしっかりと住民、県民の皆様に
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お伝えするということを日頃からやってきているつもりではあるんですが、先ほ

ど朝日出さんからもございましたように、私たちが何をしたらよいのかといった

ところがあるという御意見もございまして、まだまだ我々の周知等、そういった

ものが十分にできてないといったところもあるのかなというふうに聞いていたと

ころでございます。 

市町村さんの方にお願いをしたいというのは、市町村レベルでなかなかできな

いということではなくてですね、県の方でも政策をいろいろやっておりますし、

そういった施策を県と一緒に連携をしながら、そういったものを住民にお伝えす

るとかですね、そういった取組を一緒になってやっていければというふうに思っ

ておりますので、これまでもいろいろ県内の市町村さんと一緒に連絡会議とか、

あるいはいろいろ各種講習会等を開かせていただいておりまして、そういった中

で情報提供させていただいたりしておりますので、そういったものを是非また地

元の方で普及という形でお力をいただければ大変ありがたいというふうに思って

いるのが、一点でございます。 

それから、これまではどちらかというと地球温暖化対策は、いわゆる緩和策と

いう、いかに温暖化の進行を食い止めるかという視点での、省エネルギーですと

か、再生可能エネルギー導入とか、そういったことに力がずっと入ってきたとこ

ろなんですが、もちろんそれは引き続きやらなきゃいけない非常に重要なテーマ

ではあるんですけれども、ここに来てやはり今夏の暑さの問題とかもありますけ

れども、いわゆる地球温暖化の緩和策だけじゃなくて、もうある程度、地球温暖

化が進むだろうというものに対して適応策というものを考えていかなければなら

ない。特に真剣に考えていかなければいけないというフェーズになっているのか

なと思っております。これも適応策って、自治体の市町村レベルで何ができるか

といったこともありますけれども、適応策というのは非常に幅広く、いわゆる農

業の問題もそうですけれども、例えば防災の話とか、そういったものも全て適応

策の一環になりますし、自治体として、そういう自然災害に対する備えといった

ものを、しっかりと未曽有の災害に備えた対策をしていくというのも一つの適応

策でございますので、そういった視点で自治体レベルの適応策というものも、い

わゆる地域の将来的な地域づくりという視点から、適応策といったものの考えを

していかなきゃいけないフェーズに入ってきてるといったところを御紹介といい

ますか、お話をさせていただければと思っております。 

以上でございます。 

松本会長 ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。 

他に何かございますでしょうか。 

では、時間になりましたので、これをもちまして、議事の（3）令和5年度龍ケ

崎市環境白書の素案についての審議は終了いたします。 

本日、委員の皆様からいただきました御意見御指摘を踏まえた上で、龍ケ崎市

環境白書素案の修正等を進めていただくということになりますので、事務局お手

数ですが、よろしくお願いをいたします。 

最後の（４）は、その他でございます。私の方からは何もございませんが、事

務局からお願いします。 

事務局 

（往古） 

はい。第2回環境審議会と第3回環境審議会の日程についてなんですけれども、

第2回を12月下旬又は1月上旬、第3回を3月中に開催したいと考えております。 

詳細が決まり次第、御案内いたします。 

また、第2回審議会の資料についてですが、今回の修正点を中心に作成し、メー

ル又は郵送にてお送りさせていただきます。そのため、次回の審議会の際は、お

手元の白書の素案も併せてお持ちいただきますようお願いいたします。以上で

す。 
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松本会長 では、これで終わりにして、関ケ原さんお願いいたします。 

事務局 

（関ケ原） 

はい。会長ありがとうございました。 

本日は皆様、長時間にわたりまして、慎重なる御審議をいただきましてありが

とうございました。今、往古からもありましたが、次回の審議会の日程等につき

ましては、松本会長と御相談の上、皆様に改めて御案内をさせていただきたいと

思います。 

それではこれをもちまして、本日の会議を閉会させていただきます。 

本日は皆様、御協力ありがとうございました。 

  

令和５年１０月２４日に行われた会議の内容については、上記のとおり相違あ

りません。 
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